
 

６－１：災害時における支援協力に関する協定（兵庫県石油商業組合加古川高砂支部） 

 

加古川市（以下「甲」という。）と、兵庫県石油商業組合加古川高砂支部（以下「乙」という。）

は、地震、風水害その他の災害時における支援協力について、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、加古川市内に地震、風水害等による大規模な災害が発生し又は発生する恐れ

がある場合（以下「災害時」という）において、被災者救援に関する支援活動への協力について、

必要な事項を定めるものである。 

（支援の内容） 

第２条 甲は、乙に対し、乙の組合員（以下「組合員」という。）の給油取扱所における次の事項の

実施について協力を要請することができるものとする。 

（１） 災害時の応急・復旧対策、被災者等への支援のため、緊急通行車両への優先的な給油を行う

とともに、当該車両の運転者に対して道路、避難場所その他必要な情報を提供すること。 

（２） 徒歩で帰宅する被災者等に対して、甲が提供する情報のほか、ラジオ、テレビ等で知り得た

情報を提供するとともに、当該給油取扱所を一時休憩所として、水道水及びトイレを提供す

ること。 

（３） 避難所における炊き出し、暖房等に使用する石油類燃料を優先的に供給すること。 

２ 乙は、災害時に甲から石油類燃料の提供を求められたときは、優先的に供給するものとし、石

油類燃料の供給に当たっては次のとおりとする。 

（１） 甲が石油類燃料の運搬を求めたときは、乙は積極的に協力するものとし、甲又は乙の指定す

る者が運搬するものとする。 

（２） 石油類燃料の引渡し場所は、甲が指定するものとし、甲は当該引渡し場所に職員を派遣し、

数量その他必要な事項を確認のうえ引き取るものとする。 

３ 乙は、組合員に対し、災害時に次の事項について協力するよう指導するものとする。 

（１）火災又は救急事故発生時における 119 番通報の実施 

（２）火災発生時における初期消火活動の実施 

（３）救助活動に活用できるジャッキ等の資機材等の貸出 

（４）救急措置その他の協力できること 

（５）石油類燃料の価格の高騰の防止 

（支援の実施） 

第３条 乙は前条第 1 項の規定により甲から要請を受けたときは、組合員に対し、可能な範囲内に

おいて支援を実施するよう指導するものとする。ただし、乙は、通信の途絶により甲が乙に協力

を要請できないと判断したときは、甲の要請を待たないで支援を実施するよう指導するものとす

る。 

（経費の負担） 

第４条 第 2 条第 1 項に規定する給油及び石油類燃料の供給に要する費用については、通常の商取

引の例によるものとする。 

２ 第 2 条第 2 項に規定する支援の実施に要した経費については、甲が負担するものとし、その費



 

用は、乙の指定する者が提出する出荷確認書等に基づき、災害時直前における適正価格を基準と

して、甲は乙と協議のうえ決定するものとする。 

３ 前 2項に定めないものについては、乙の負担とする。 

（防災情報の発信） 

第５条 乙は、組合員に対し、給油取扱所において平常時より地震・洪水等の被害想定、避難場所

及び緊急輸送路その他防災に関する情報の発信に努めるよう指導するものとする。 

２ 甲は、前項の情報の発信及び第 2 条第 1 項第 2 号の情報の提供に関して必要な協力を行うもの

とする。 

（事業継続計画） 

第６条 乙は、組合員に対し、災害時における事業を円滑に継続するため、事業継続計画の策定を

指導するものとする。 

（情報の交換） 

第７条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため平素から情報交換を行い、緊急

時に備えるものとする。 

（連絡責任者） 

第８条 甲及び乙は、あらかじめ連絡責任者を定めて相手方に報告し、災害が発生したときは、速

やかに相互に連絡をとるものとする。 

（１） 甲及び乙は、連絡責任者等を定め様式１により報告するものとする。  

（２）前項に定める甲及び乙の連絡責任者等に変更があった場合は、速やかに相手方に通知するも

のとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その都度甲、乙協議して定

めるものとする。 

（有効期間） 

第１０条 この協定は、協定締結日の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって

協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

平成２３年１２月１２日 

 

甲 加古川市加古川町北在家２０００番 

加古川市 

代表者   加古川市長   樽 本  庄 一 

 

乙  加古川市平岡町一色 102 

兵庫県石油商業組合加古川高砂支部 

代表者   支部長      多 田  勝 義 


